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１ はじめに

インスタグラム等のＳＮＳや動画広告、インターネッ

トで見かけた副業サイトで、金を稼ぐはずが高額な送金

を求められ被害にあうケースが増加しています。

２ ＳＮＳ等をきっかけとした「副業詐欺」の手口

(1) 簡単な作業で最初は報酬が手に入る⇒「信用させる」

ユーチューブやティックトック等で、

「いいねを押すだけ」

「スタンプを送るだけ」

「スクリーンショットを撮るだけ」

と誘われ、副業サイトに登録すると、最初は、約束ど

おり１回の作業につき、数百円程度の報酬が手に入る。

(2) 高額な報酬が手に入る副業を斡旋⇒「騙す」

ア 報酬が手に入ったことで気を許し、「専用サイトで

暗号資産の取り引きを行うと高額報酬が貰える。」と

誘われ、数万円から数十万円の金を指定された口座

等に振り込む。（稼ぐはずが、何故か金を払うことに。）

イ 「損失が生じた」「違約金が発生する」等の理由で、

更に金を請求される。

３ 見きわめるポイント

(1) チャットアプリや専用アプリでやりとり

副業するために「Ｋｙｎｅａ」「Ｃｏｏｋｅａ」等の

チャットアプリのインストールを求められたら危険。

(2) 口コミも信用しない

口コミも犯人側が仕込んだ内容の場合があるので、

鵜呑みにしない。

★「いいね」「スタンプ」「スクショ」は副業詐欺★
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